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職務のため出席したものの職氏名 

 議会事務局長 相 原 繁 喜     議会事務局次長 松 永 祐 子 

 議会事務局係長 大 塚 久 史 

議事日程        

 日程第 １ 会議録署名議員の指名について 

 日程第 ２ 会期の決定について 

 日程第 ３ 行政報告 

 日程第 ４ 議案第５６号 令和６年度阿波市一般会計歳入歳出決算認定について 

 日程第 ５ 議案第５７号 令和６年度阿波市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定

について 

 日程第 ６ 議案第５８号 令和６年度阿波市介護保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

 日程第 ７ 議案第５９号 令和６年度阿波市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認

定について 

 日程第 ８ 議案第６０号 令和６年度阿波市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳

出決算認定について 
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 日程第１２ 議案第６４号 令和７年度阿波市一般会計補正予算（第５号）について 

 日程第１３ 議案第６５号 令和７年度阿波市国民健康保険特別会計補正予算（第１

号）について 

 日程第１４ 議案第６６号 令和７年度阿波市介護保険特別会計補正予算（第２号）に

ついて 

 日程第１５ 議案第６７号 阿波市コミュニティセンター設置及び管理に関する条例の

一部改正について 
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 日程第１８ 議案第７０号 阿波市土柱自然公園及び阿波市休養村ふれあい公園の設置

及び管理に関する条例の一部改正について 
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 日程第２２ 報告第 ５号 令和６年度阿波市健全化判断比率及び資金不足比率につい

て 

 日程第２３ 請願第 １号 「徳島県平和の日」の条例制定を求める意見書の提出を求

める請願 

 日程第２４ 中央広域環境施設組合議会の議員選出について 
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午前１０時００分 開会 

○議長（笠井安之君） 現在の出席議員は２０名で定足数に達しており、議会は成立しま

した。 

 ただいまから令和７年第３回阿波市議会定例会を開会いたします。 

 これより本日の会議を開きます。 

 日程に入るに先立ち、諸般の報告を申し上げます。 

 まず初めに、議員研修についてご報告申し上げます。 

 ７月９日に阿波市役所においてプラスチックに係る資源循環等に関する法律についての

研修会を開催し、見識を深めました。 

 ８月８日にＪＲホテルクレメント徳島において、県内議会３団体連携事業として徳島県

町村議会議員研修会が開催され、参加いたしました。研修会では、政治ジャーナリスト島

田敏男氏より「参院選後の政治情勢」、また朝日新聞コンテンツ政策担当補佐役林尚行氏

により「日本の政治、何が起きているのか」と題した講演をそれぞれ拝聴いたしました。 

 次に、要望活動等についてご報告申し上げます。 

 ８月２２日に東京都内において徳島県主催による徳島自動車道の早期４車線化等に向け

た徳島南部自動車道・阿南安芸自動車道・徳島自動車道等整備促進決起大会及び要望活動

が行われ、町田市長とともに出席いたしました。 

 続いて、組合関係についてご報告申し上げます。 

 ７月１５日に徳島中央広域連合議会臨時会、７月２５日に中央広域環境施設組合議会臨

時会が開催され、関係議員とともに出席いたしました。 

 続いて、その他といたしまして、６月７日に阿波市障害者スポーツレクリエーション大

会、６月２３日に阿波市シルバー人材センター定時総会、６月２６日に阿波市緑と森づく

り委員会総会、阿波市土地改良区連絡協議会総会、７月８日に西条大橋沿線並びに国道３

１８号改良促進期成会総会、７月１０日に徳島駅伝阿波市選手強化委員会総会、７月１１

日に阿波市まち・ひと・しごと創生本部有識者会議、国道１９３号（脇町・塩江間）整備

促進期成同盟会定期総会、７月２５日に阿波市勤労青少年ホーム運営委員会、８月１日に

四国土砂防災ネットワーク議員連盟総会、８月２０日に阿波市農業再生協議会通常総会が

開催され、関係議員とともに出席いたしました。 

 次に、教育委員会から令和６年度の教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状

況についての点検及び評価に関する報告書の提出がありましたので、お手元に配付をして
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おります。 

 次に、監査委員から、令和７年５月、６月分の例月現金出納検査及び監査結果報告書が

議長宛てに提出されています。 

 以上の件の詳細については、関係書類を議会事務局に保管していますので、ご高覧くだ

さい。 

 次に、市長からお手元に配付のとおり、議案等の提出通知がありましたので、ご報告し

ておきます。 

 諸般の報告は以上のとおりであります。 

 これより本日の日程に入ります。 

 本日の日程は、お手元に配付いたしてあります日程表のとおりです。 

～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（笠井安之君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第８８条の規定により、１５番松村幸治君、１６番吉田稔

君の両名を指名いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第２ 会期の決定について 

○議長（笠井安之君） 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 会期の決定については、８月１８日に議会運営委員会が開かれておりますので、結果に

ついて委員長の報告を求めます。 

 木村松雄議会運営委員長。 

○議会運営委員長（木村松雄君） おはようございます。 

 議会運営委員会の協議の結果について報告を申し上げます。 

 令和７年第３回阿波市議会定例会の運営協議のため、８月１８日午前１０時から委員会

室において、正副議長及び委員８名、理事者側から市長、副市長、政策監、理事ほか担当

職員の出席のもと、議会運営委員会を開催いたしました。 

 まず、今定例会の会期については、慎重に協議をいたしました結果、本日８月２５日か

ら９月１８日までの２５日間に決定をいたしました。 

 議事日程については、既に配付をしてあります日割り表のとおり、本日は諸般の報告、

行政報告、提出議案の説明、決算審査特別委員会設置を予定いたしております。 
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 ９月４日の本会議は午前１０時に開会いたしまして、代表質問、一般質問を予定してお

り、９月５日午前１０時に開会し一般質問、９月８日午前１０時に開会し一般質問、その

後、議案に対しての質疑、各委員会へ付託を予定いたしております。 

 次に、９月９日午前９時３０分から決算審査特別委員会、９月１０日午前１０時から総

務常任委員会、９月１１日午前１０時から文教厚生常任委員会、９月１２日午前１０時か

ら産業建設常任委員会を予定いたしております。 

 次に、９月１８日は午前１０時から本会議を開会し、各常任委員会委員長の報告、質

疑、討論、採決を行い、閉会を予定いたしております。 

 次に、代表質問、一般質問、質疑通告書の締切りは、明日８月２６日の正午となってお

ります。円滑な議会運営ができますよう、議員並びに理事者のご協力をよろしくお願いい

たしまして報告といたします。 

 以上でございます。 

○議長（笠井安之君） お諮りいたします。 

 本定例会の会期については、本日から９月１８日まで２５日間とすることにご異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（笠井安之君） ご異議なしと認めます。よって、会期を本日から９月１８日まで

の２５日間と決定いたしました。 

～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第３ 行政報告 

○議長（笠井安之君） 日程第３、行政報告を市長に求めます。 

 町田市長。 

○市長（町田寿人君） 皆さん、おはようございます。 

 本日は、令和７年第３回の阿波市議会定例会を招集しましたところ、笠井安之議長、北

上副議長をはじめ議員各位におかれましては、ご出席をいただきまして誠にありがとうご

ざいます。また、日頃は市行政全般にわたりまして格別のご支援、ご協力をいただいてお

りますことに心から厚くお礼を申し上げます。 

 それでは、開会に当たりまして、市政の重要課題等についてご報告を申し上げます。 

 初めに、中央広域環境センターを積替保管施設として使用することに伴う分野別説明会

を６月２９日、７月２日、７月５日の３回開催し、周辺住民の皆様延べ１０４名の方に参



- 8 - 

加をいただきました。 

 今回の分野別説明会では、過去に実施しました説明会での質問に対する回答や今後の周

辺対策事業などについて説明をさせていただきました。 

 次に、７月２３日よりごみの県外排出を開始し、予定どおり７月末で現施設のごみの焼

却を終了いたしました。また、吉野川市は、７月末をもって中央広域環境施設組合を脱退

いたしました。また、板野町議会は、８月８日の臨時会で中央広域環境施設組合を脱退す

る議案を可決いたしました。今後、現施設の運用や新ごみ処理施設の建設につきまして

は、関係市町で調整を図りながら進めてまいりたいと考えております。 

 次に、順次行政報告を申し上げます。 

 初めに、７月２６日から２８日までの３日間、大阪市の夢洲で開催されております２０

２５年日本国際博覧会大阪・関西万博におきまして、ゴールデンウイークに続く２度目の

出展として、阿波の土柱、錦鯉のせり市などの観光資源、また文化庁の１００年フードに

認定された御所のたらいうどんといった特産品など、本市の魅力をＰＲしてまいりまし

た。 

 今回は、関西広域連合が運営する関西パビリオンに設けた土柱のＶＲ体験コーナーで、

大阪電気通信大学などの協力のもと、土柱の３Ｄデータを活用し制作したＶＲゲームを来

場された多くの方に体験していただき、好評を得ることができました。 

 ２回の出展を通し自然、歴史、食文化など本市の魅力を国内外から訪れた多くの観光客

に直接紹介することができ、これを機に多くの方に阿波市を訪れていただけるよう、さら

なる取組を進めてまいります。 

 次に、今月１０日、阿波市商工会青年部の主催による阿波市納涼祭が御所グラウンドで

盛大に開催されました。今年で１０回目となる阿波市納涼祭は、市制２０周年記念事業に

位置づけ、本格的な打ち上げ花火に加えて２０周年記念仕掛花火が実施されたほか、市内

の踊り手グループによる阿波踊り、ダンス＆ミュージックなどのステージイベント、また

商工会のネットワークを生かし、市内外から飲食ブースや物販の出店など多彩な催しを行

い、大いに賑いました。 

 次に、今月４日、市内全ての中学校の生徒会の特別活動として第７回阿波市まちづくり

ミーティングを開催し、阿波市の未来を担う中学生の視点から市政に対する提案等につい

て各中学校が順番にプレゼンを行いました。 

 内容につきましては、アエルワでのイベントを増やしてほしい、公園の管理や道路整備
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の充実について、中学校の給食の無償化はなぜ実現したのか、そしてその財源はどうなっ

ているのか、夏休みを延長してほしいなど、様々な質問や提案をいただきました。 

 今後におきましても、中学生や高校生とのまちづくりミーティングを通して地域の活性

化や魅力向上に努めるとともに、地域人材の育成やシビックプライドの醸成を図ってまい

りたいと考えております。 

 次に、市政情報の発信についてでございます。 

 今年度も市政に関する情報につきまして、阿波市ケーブルネットワークを活用した番組

を制作し、情報発信を実施いたしました。 

 内容につきましては、令和６年度の主な取組のほか、令和７年度からの新たな取組、各

部局からの最新情報など、市政に関するご報告、自治会長の皆さんからの意見、提言に対

する回答などを放送させていただいております。 

 今後におきましても、より多くの市民の皆さんに市政に対するご理解をいただけますよ

う、施策や事業等について公式ＬＩＮＥなども活用し、積極的な情報発信に努めてまいり

ます。 

 次に、国等に対する要望活動等についてご報告いたします。 

 初めに、今月２０日、村上誠一郎総務大臣に対しまして新ごみ処理施設整備事業に係る

国の補助金など、また交付金制度についてや特別交付税について特段のご支援、ご配慮を

いただきますよう、要望活動を行ってまいりました。 

 次に、今月２２日、徳島県主催により徳島南部自動車道・阿南安芸自動車道・徳島自動

車道等整備促進決起大会が東京都千代田区で開催され、後藤田正純徳島県知事をはじめ、

県議会議員や県内市町村長、笠井安之議長とともに出席をいたしました。 

 大会では、四国の暫定２車線区間で繰り返し発生した正面衝突による死亡事故等の防止

対策など、高速道路の安全性向上を目的に徳島自動車道の早期４車線化などを決議し、関

係国会議員などに要望活動を行いました。 

 次に、国営かんがい排水事業吉野川北岸２期地区についてでございます。 

 国営かんがい排水事業につきましては、国の直轄事業として計画的に施設更新や耐震化

工事など順次進められており、現在早期米時期の水不足解消のための柿原調整池拡張工事

に取り組んでいただいているところでございます。 

 これら各種事業の取組に対しまして、国営吉野川北岸２期土地改良事業推進協議会の会

長といたしまして本地区の着実な事業推進をはじめ早期完成、また資材、労務費高騰によ
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る事業費増加を考慮した予算額の確保について先月２日に中国四国農政局長に対しまし

て、さらに同月２４日には農林水産省、財務省及び県選出国会議員に対しまして要望活動

を行ってまいりました。 

 国等への要望活動、政策提言につきましては、本市の重要施策の推進に欠かせないもの

と認識をしております。今後におきましても機会あるごとに積極的に行ってまいりたいと

考えております。 

 以上、ご報告申し上げ、開会に当たりましての行政報告とさせていただきます。 

～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第 ４ 議案第５６号 令和６年度阿波市一般会計歳入歳出決算認定について 

  日程第 ５ 議案第５７号 令和６年度阿波市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認 

               定について 

  日程第 ６ 議案第５８号 令和６年度阿波市介護保険特別会計歳入歳出決算認定に 

               ついて 

  日程第 ７ 議案第５９号 令和６年度阿波市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 

               認定について 

  日程第 ８ 議案第６０号 令和６年度阿波市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入 

               歳出決算認定について 

  日程第 ９ 議案第６１号 令和６年度阿波市御所財産区特別会計歳入歳出決算認定 

               について 

  日程第１０ 議案第６２号 令和６年度阿波市水道事業会計決算認定について 

  日程第１１ 議案第６３号 令和６年度阿波市農業集落排水事業会計決算認定につい 

               て 

  日程第１２ 議案第６４号 令和７年度阿波市一般会計補正予算（第５号）について 

  日程第１３ 議案第６５号 令和７年度阿波市国民健康保険特別会計補正予算（第１ 

               号）について 

  日程第１４ 議案第６６号 令和７年度阿波市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

               について 

  日程第１５ 議案第６７号 阿波市コミュニティセンター設置及び管理に関する条例 

               の一部改正について 

  日程第１６ 議案第６８号 阿波市工場立地法地域準則条例の一部改正について 
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  日程第１７ 議案第６９号 土柱休養村センターの設置及び管理に関する条例の廃止 

               について 

  日程第１８ 議案第７０号 阿波市土柱自然公園及び阿波市休養村ふれあい公園の設 

               置及び管理に関する条例の一部改正について 

  日程第１９ 議案第７１号 阿波市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一 

               部改正について 

  日程第２０ 議案第７２号 阿波市公民館条例の一部改正について 

  日程第２１ 議案第７３号 阿波市教育集会所条例の一部改正について 

  日程第２２ 報告第 ５号 令和６年度阿波市健全化判断比率及び資金不足比率につ 

               いて 

○議長（笠井安之君） 日程第４、議案第５６号令和６年度阿波市一般会計歳入歳出決算

認定についてから日程第２２、報告第５号令和６年度阿波市健全化判断比率及び資金不足

比率についてまでの計１９件を一括して議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町田市長。 

○市長（町田寿人君） 本日、提案をさせていただいております令和７年第３回阿波市議

会定例会への提出議案につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 

 今定例会におきましては、決算認定８件、予算案件３件、条例案件７件、報告案件１件

の計１９件について審議をお願いするものでございます。 

 最初に、議案第５６号令和６年度阿波市一般会計歳入歳出決算認定についてから議案第

６１号令和６年度阿波市御所財産区特別会計歳入歳出決算認定についてまでの６件につき

ましては、地方自治法第２３３条第２項の規定に基づき監査委員の審査に付しましたの

で、同条第３項の規定により議会の認定をお願いするものでございます。 

 次に、議案第６２号令和６年度阿波市水道事業会計決算認定について及び議案第６３号

令和６年度阿波市農業集落排水事業会計決算認定につきましては、地方公営企業法第３０

条第２項の規定に基づき監査委員の審査に付しましたので、同条第４項の規定により議会

の認定をお願いするものでございます。 

 次に、議案第６４号令和７年度阿波市一般会計補正予算（第５号）につきましては、追

加補正予算額７億４，７５２万９，０００円でございます。予算計上しております主な事

業といたしましては、国が進める自治体標準システム導入に伴うガバメントクラウドの運
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用保守の費用や老朽化した吉野中央公民館及び吉野柿原公民館の解体事業、農業用水利施

設等を整備する県営土地改良事業に係る負担金、市道の改良工事をはじめとする道路新設

改良事業でございます。 

 次に、議案第６５号令和７年度阿波市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）につき

ましては、追加補正予算額１，２１０万円でございます。 

 次に、議案第６６号令和７年度阿波市介護保険特別会計補正予算（第２号）につきまし

ては、追加補正予算額３，１００万円でございます。 

 次に、議案第６７号阿波市コミュニティセンター設置及び管理に関する条例の一部改正

につきましては、吉野コミュニティセンターを吉野公民館として所管替えするため、条例

の一部改正を行うものです。 

 次に、議案第６８号阿波市工場立地法地域準則条例の一部改正につきましては、既に低

減措置を行っている市場町切幡地区において企業による隣接地の追加取得があり、新たに

工場用地に編入するため、条例の一部改正を行うものでございます。 

 次に、議案第６９号土柱休養村センターの設置及び管理に関する条例の廃止について並

びに議案第７０号阿波市土柱自然公園及び阿波市休養村ふれあい公園の設置及び管理に関

する条例の一部改正につきましては、閉館中の土柱休養村センターの跡地について、官民

連携による利活用を予定しているため、条例の廃止及び一部改正を行うものです。 

 次に、議案第７１号阿波市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正につ

きましては、国の法令等の改正に伴い、条例の一部改正を行うものでございます。 

 次に、議案第７２号阿波市公民館条例の一部改正につきましては、吉野中央公民館及び

吉野柿原公民館の解体に伴い、条例の一部改正を行うものでございます。 

 次に、議案第７３号阿波市教育集会所条例の一部改正につきましては、地籍調査により

吉野町口教育集会所内の土地が分筆されたことに伴い、条例の一部改正を行うものでござ

います。 

 次に、報告第５号令和６年度阿波市健全化判断比率及び資金不足比率につきましては、

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定に基づ

き監査委員の審査に付しましたので、報告をさせていただくものでございます。 

 以上、議案等について提案理由の説明を申し上げましたが、議案内容の詳細につきまし

ては、この後理事等から説明をさせていただきますので、十分ご審議の上、ご賛同いただ

きますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。 
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○議長（笠井安之君） 市長の提案理由の説明が終わりました。 

 次に、提出されております各議案について補足説明を求めます。 

 清田会計管理者。 

○会計管理者（清田美恵子さん） ただいま市長から提案をさせていただきました議案の

うち、議案第５６号令和６年度阿波市一般会計歳入歳出決算認定についてから議案第６１

号令和６年度阿波市御所財産区特別会計歳入歳出決算認定についてまでの６議案について

補足説明をさせていただきます。 

 資料としてお手元に配付しておりますＡ３の用紙１枚物、この令和６年度阿波市一般会

計歳入歳出決算表をご覧ください。こちらの資料によりまして決算の概要を説明させてい

ただきます。 

 なお、決算書の収入済額、支出済額をそれぞれ歳入決算額、歳出決算額と読み替えてご

説明申し上げます。 

 それでは初めに、上段の左側の歳入決算表をご覧ください。 

 歳入決算表の一番下の合計欄の①歳入決算総額は２２３億２，７１３万４，３８６円で

あり、前年度と比較しますと率にして１．８％、金額にして約４億円の増額となっており

ます。 

 続きまして、右側の歳出決算表の合計欄の②歳出決算総額は２１５億３，０４２万８，

８５８円であり、前年度と比較して率にして１．８％、金額にして約３億８，０００万円

の増額となっております。これにより、歳入歳出差引き額は７億９，６７０万５，５２８

円となっております。 

 次に、表の③翌年度への繰越事業につきましては、３款民生費の物価高騰対策臨時給付

金事業、８款土木費のスマートインターチェンジ整備事業など１７事業あり、総額で７億

２，３２８万２，０００円、このうち翌年度へ繰り越すべき財源が④の１億３，９０９万

５，０００円でございますので、歳入歳出差引き額から翌年度へ繰り越すべき財源を引い

た実質収支額は６億５，７６１万５２８円の黒字となっております。 

 続きまして、左側、歳入表歳入決算表の主なものについて説明をさせていただきます。 

 自主財源の根幹である１款市税につきましては、定額減税の影響により市町村民税が減

少し、前年度より約１億２，９００万円減の３５億６，４２６万１，６２０円でございま

す。 

 次に、表の中ほど、１０款地方特例交付金につきましては、定額減税に伴う定額減税減
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収補填特例交付金が交付され、前年度より約１億２，８００万円増の１億６，１９５万

７，０００円でございます。 

 次に、１６款県支出金につきましては、強い農業づくり総合支援交付金等の交付によ

り、前年度より約１億４，４００万円増の１６億８，０５２万９，９１８円でございま

す。 

 続きまして、右側歳出の主なものについて説明をさせていただきます。 

 上から２行目２款総務費につきましては、人事院勧告による職員給与の改定により人件

費の増加、また定額減税補足給付金給付事業などにより、前年度より約４億２，２００万

円増の２７億５，５９４万６，１０５円でございます。 

 次に、１０款教育費につきましては、吉野中学校屋内運動場大規模改修事業の事業終了

などにより、前年度より約１億２，０００万円減の１５億９，３８４万５，９８９円でご

ざいます。 

 続きまして、中ほどの表の令和６年度阿波市特別会計歳入歳出決算表について説明させ

ていただきます。 

 こちらの表には、国民健康保険特別会計をはじめ５つの特別会計の決算状況を記載して

おります。表の矢印で示しているところの合計欄でご説明申し上げます。 

 ⑤歳入決算額９５億６，０８８万４，９８２円、⑥歳出決算額９４億５５９万１，１７

１円、⑦歳入歳出差引き額１億５，５２９万３，８１１円となっております。翌年度へ繰

越すべき財源が０円でありますので、実質収支額は１億５，５２９万３，８１１円の黒字

でございます。 

 最後に、資料の一番下の令和６年度基金残高状況について説明させていただきます。 

 一般会計の基金に属する現金及び有価証券の令和６年度末の残高につきましては、１４

８億５，４５８万９，７７８円であり、前年度より２，３３９万２４４円増加しておりま

す。 

 また、特別会計の基金につきましては国民健康保険と介護保険の２つあり、合計は８億

５，０２４万１，７５０円であり、前年度より３，１８９万４１円減少しております。 

 これら全てを合わせた基金残高は、１５７億４８３万１，５２８円でございます。 

 なお、決算書に財産に関する調書並びに主要な施策の成果に関する説明書を掲載してお

りますので、後ほどご高覧ください。 

 以上、議案第５６号から議案第６１号までの補足説明とさせていただきます。ご審議の
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上、ご賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（笠井安之君） 吉岡水道部長。 

○水道部長（吉岡 宏君） それでは、議案第６２号及び議案第６３号について補足説明

をさせていただきます。 

 初めに、議案第６２号令和６年度阿波市水道事業会計決算認定について。 

 地方公営企業法第３０条第４項の規定により、令和６年度阿波市水道事業会計決算を別

冊のとおり監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

 令和７年８月２５日提出、阿波市長。 

 水道事業会計決算書の２ページ、３ページをお願いいたします。 

 １、収益的収入及び支出の決算概要でございますが、収入欄第１款水道事業収益、右の

ページ決算額７億２，７５６万７，３９６円に対し、下欄支出第１款水道事業費用が決算

額６億２，６２０万５，０１０円で、差引き１億１３６万２，３８６円となっておりま

す。 

 次に、４ページ、５ページをお願いいたします。 

 ２、資本的収入及び支出の決算概要でございますが、収入欄第１款資本的収入、右のペ

ージ決算額５億９，０７９万６，１３４円に対し、下欄支出第１款資本的支出が決算額１

０億４，７７６万１，２４７円で、表の下、資本的収入額が資本的支出額に不足する額４

億５，６９６万５，１１３円は、過年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額３，５８

９万４，４６１円、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額８，４０６万３，０４

５円、過年度分損益勘定留保資金２億５，９８８万６，０８４円及び当年度分損益勘定留

保資金７，７１２万１，５２３円で補填しております。 

 続きまして、議案第６３号令和６年度阿波市農業集落排水事業会計決算認定について。 

 地方公営企業法第３０条第４項の規定により、令和６年度阿波市農業集落排水事業会計

決算を別冊のとおり監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

 令和７年８月２５日提出、阿波市長。 

 農業集落排水事業会計決算書の２ページ、３ページをお願いいたします。 

 １、収益的収入及び支出の決算概要でございますが、収入欄第１款農業集落排水事業収

益、右のページ決算額１億６２８万６，２６８円に対し、下欄支出第１款農業集落排水事

業費用が決算額９，８７１万９，５８２円で、差引き７５６万６，６８６円となっており

ます。 
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 次に、４ページ、５ページをお願いいたします。 

 ２、資本的収入及び支出の決算概要でございますが、収入欄第１款資本的収入、右のペ

ージ決算額６，６４４万５，０００円に対し、下欄支出第１款資本的支出が決算額８，１

７７万８，５２３円で、表の下、資本的収入額が資本的支出額に不足する額１，５３３万

３，５２３円は、引継ぎ金８５９万９，４４７円、消費税及び地方消費税資本的収支調整

額１４１万３，１００円、損益勘定留保資金５３２万９７６円で補填をしております。 

 以上、議案第６２号及び議案第６３号の補足説明とさせていただきます。ご審議の上、

ご賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（笠井安之君） 坂東理事。 

○理事（坂東孝一君） それでは、議案第６４号令和７年度阿波市一般会計補正予算（第

５号）について補足説明をさせていただきます。 

 令和７年度阿波市の一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。 

 第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７億４，７５２万９，０００円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２１８億２，８５０万円とする。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。 

 第２条、債務負担行為の追加は、第２表債務負担行為補正による。 

 第３条、地方債の追加及び変更は、第３表地方債補正による。 

 令和７年８月２５日提出、阿波市長。 

 この補正予算（第５号）につきましては、６月補正予算後の状況変化等を踏まえ、早急

に取り組むべき事業、人事異動に伴う人件費、老朽化した吉野中央公民館、吉野柿原公民

館の解体に要する経費などについて予算を計上しております。 

 次に、４ページをお願いいたします。 

 第２表債務負担行為補正への追加につきましては、令和８年度から令和１０年度までを

期間とする阿波市立認定こども園給食調理業務委託料、限度額２億４，３５１万５，００

０円をお願いするものでございます。 

 次に、第３表地方債補正の追加につきましては、農林水産業債２，５８０万円を限度額

としてお願いするものでございます。変更につきましては、総務債など５件の限度額の変

更で、補正後の限度額総額は１５億５，３２０万円でございます。 

 それでは、歳入歳出予算の説明をさせていただきます。 
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 初めに、歳入予算といたしまして、１０ページ、１１ページをお願いいたします。 

 １６款２項県補助金２，３９５万１，０００円につきましては、主に農業者の経営規模

の拡大や経営転換への取組を支援するとくしま農山漁村未来投資事業補助金でございま

す。 

 次に、１２ページ、１３ページをお願いいたします。 

 １９款１項基金繰入金３，８５０万円につきましては、主に教育施設整備基金繰入金で

ございます。 

 次に、１４ページ、１５ページをお願いいたします。 

 ２０款１項繰越金につきましては、繰越額が確定したことから１億９，３１５万９，０

００円を見込むものでございます。 

 次に、２２款１項市債４億８，６８０万円につきましては、主に道路防災に係る道路側

溝整備などの緊急自然災害防止対策事業債や吉野中央公民館、吉野柿原公民館解体事業の

ための合併特例債でございます。 

 次に、歳出予算について説明をさせていただきます。 

 １８ページ、１９ページをお願いいたします。 

 ２款１項総務管理費６，９７６万９，０００円につきましては、主に電子計算費で、国

が進める自治体標準システムの運用保守を行うための予算を計上しております。 

 次に、２８ページ、２９ページをお願いいたします。 

 ６款２項農地費３，８２１万８，０００円につきましては、主に県営土地改良事業の負

担金で、排水機場の補修や排水路改修などを行うものでございます。 

 次に、３０ページ、３１ページをお願いいたします。 

 ８款２項道路橋りょう費１億４８８万３，０００円につきましては、主に道路新設改良

費で、市道の舗装や改良のための予算を計上しております。 

 次に、３２ページ、３３ページをお願いいたします。 

 １０款１項教育総務費６，７５１万６，０００円につきましては、主に学校施設等整備

事業費で、一条小学校プール改修事業などの予算を計上しております。 

 次に、３６ページ、３７ページをお願いいたします。 

 １０款５項社会教育費３億４，９７９万３，０００円につきましては、主に公民館費

で、吉野中央公民館、吉野柿原公民館解体事業の予算を計上しております。 

 最後に、４２ページをお願いいたします。 
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 この調書は、４ページの地方債補正の追加及び変更に基づき調製したもので、表の右

下、当該年度末現在高見込額の合計額は１６４億６，５７９万２，０００円でございま

す。 

 以上、議案第６４号の補足説明とさせていただきます。ご審議の上、ご賛同いただきま

すようよろしくお願いいたします。 

○議長（笠井安之君） 稲井市民部長。 

○市民部長（稲井誠司君） それでは、議案第６５号について補足説明をさせていただき

ます。 

 議案第６５号令和７年度阿波市の国民健康保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定

めるところによる。 

 第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，２１０万円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４３億６，４８７万２，０００円とする。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。 

 令和７年８月２５日提出、阿波市長。 

 今回の補正予算（第１号）につきましては、前年度の特別調整交付金等の実績額の確定

に伴う償還金の追加補正や職員の定期異動に伴う人件費の調整を行うものでございます。 

 それでは、歳入歳出予算の主なものについて説明をさせていただきます。 

 １０ページ、１１ページをお開きください。 

 初めに、歳入につきましては、上から５行目、７款１項一般会計繰入金の補正額が１，

１４７万９，０００円の追加で、右のページ職員の定期異動に伴う職員給与費等繰入金で

ございます。 

 次に、中段から下の８款１項繰越金の補正額が５１万８，０００円の追加で、前年度繰

越金でございます。 

 続きまして、歳出の主なものについて説明をさせていただきます。 

 １２、１３ページをお願いいたします。 

 上から２行目、１款総務費、１項総務管理費の補正額１，１５８万２，０００円の追加

につきましては、職員の定期異動に伴う人件費の調整によるものでございます。 

 続いて、中段の８款諸支出金、１項６目償還金補正額５１万８，０００円の追加につき

ましては、前年度の特別調整交付金など実績額の確定に伴う国や県への返還金でございま
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す。 

 以上、議案第６５号の補足説明とさせていただきます。ご審議の上、ご賛同いただきま

すようよろしくお願いいたします。 

○議長（笠井安之君） 大倉健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大倉洋二君） 続きまして、議案第６６号について補足説明をさせてい

ただきます。 

 議案第６６号令和７年度阿波市の介護保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定める

ところによる。 

 第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３，１００万円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４６億３７０万円とする。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。 

 令和７年８月２５日提出、阿波市長。 

 今回の補正予算（第２号）につきましては、前年度の介護給付費負担金の実績額の確定

に伴う償還金の追加補正や職員の定期異動に伴う人件費の調整等を行うものでございま

す。 

 それでは、歳入歳出予算の主なものについてご説明いたします。 

 １０ページ、１１ページをお願いいたします。 

 歳入といたしまして、上から４行目、３款国庫支出金、２項国庫補助金の補正額が９０

２万１，０００円の追加で、右のページ、保険者機能強化推進交付金や介護保険保険者努

力支援交付金等の交付額の決定によるものでございます。 

 次に、下から２行目、８款繰入金、１項一般会計繰入金の補正額が４４１万６，０００

円の追加でございます。 

 １２、１３ページをお願いします。 

 繰入金の内容といたしましては、主に職員の定期異動等の人件費分に係る増額や前年度

の国、県低所得者保険料軽減負担金の確定に伴い繰り入れるものでございます。 

 次に、中段の９款繰越金、１項繰越金の補正額が１，０４２万３，０００円の追加で、

前年度繰越金でございます。 

 １４、１５ページをお願いいたします。 

 歳出といたしまして、上から２行目、１款総務費、１項総務管理費の補正額１００万円
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の追加につきましては、職員の定期異動等に伴う人件費の調整によるものでございます。 

 次に、下から２行目の２款保険給付費、２項介護予防サービス等諸費の補正額が６００

万円の追加で、地域密着型介護予防サービス給付費等の増加によるものでございます。 

 １６、１７ページをお願いします。 

 下から２行目、７款諸支出金、１項償還金及び還付加算金の補正額が１，７５３万４，

０００円の追加で、前年度の介護給付費負担金など実績額の確定に伴う国や県などへの返

還金でございます。 

 以上、議案第６６号の補足説明とさせていただきます。ご審議の上、ご賛同いただきま

すようよろしくお願いいたします。 

○議長（笠井安之君） 稲井市民部長。 

○市民部長（稲井誠司君） それでは、議案第６７号について補足説明をさせていただき

ます。 

 議案第６７号阿波市コミュニティセンター設置及び管理に関する条例の一部改正につい

て。 

 阿波市コミュニティセンター設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次のよ

うに定める。 

 令和７年８月２５日提出、阿波市長。 

 本条例の改正につきましては、吉野コミュニティセンターを吉野公民館として所管替え

するため、条例の一部を改正するものでございます。 

 改正内容といたしましては、第２条の表から吉野コミュニティセンターの名称及び位

置、別表３の吉野コミュニティセンターの表を削除するものでございます。 

 施行日につきましては、令和８年４月１日でございます。 

 以上、議案第６７号の補足説明とさせていただきます。ご審議の上、ご賛同いただきま

すようよろしくお願いいたします。 

○議長（笠井安之君） 森産業経済部長。 

○産業経済部長（森 克彦君） 続きまして、議案第６８号から議案第７０号までの条例

案件３件につきまして順次補足説明をさせていただきます。 

 初めに、議案第６８号阿波市工場立地法地域準則条例の一部改正について。 

 阿波市工場立地法地域準則条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 令和７年８月２５日提出、阿波市長。 
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 この条例につきましては、工場立地に際し、地域の自然的、社会的条件から緑地及び環

境施設の面積の敷地面積に対する割合を提言している市場町切幡地区において、企業が当

該区域に隣接する土地を取得したことから、新たに工場用地として編入するため、条例の

一部を改正するものでございます。 

 改正内容につきましては、企業が取得した市場町切幡字南田２５番地１及び８０番地２

を切幡地区の区域に追加するものでございます。 

 施行日は公布の日でございます。 

 次に、議案第６９号土柱休養村センターの設置及び管理に関する条例の廃止について。 

 土柱休養村センターの設置及び管理に関する条例を廃止する条例を次のように定める。 

 令和７年８月２５日提出、阿波市長。 

 この条例につきましては、阿波土柱の湯の利活用に関する整備基本方針に基づき、土柱

休養村センター阿波土柱の湯の跡地について、プロポーザル方式による民間事業者への売

却後、官民連携による利活用を予定しているため、本条例を廃止するものでございます。 

 施行日は公布の日でございます。 

 次に、議案第７０号阿波市土柱自然公園及び阿波市休養村ふれあい公園の設置及び管理

に関する条例の一部改正について。 

 阿波市土柱自然公園及び阿波市休養村ふれあい公園の設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例を次のように定める。 

 令和７年８月２５日提出、阿波市長。 

 この条例につきましては、閉館中である土柱休養村センター阿波土柱の湯の跡地につい

て、プロポーザル方式により民間事業者への売却を予定しているため、条例の一部を改正

するものでございます。 

 改正内容につきましては、阿波市休養村ふれあい公園として指定されている地番のうち

売却予定の阿波町北正広２０４番地１、２０６番地１及び２１６番地２を削除するもので

ございます。 

 施行日は公布の日でございます。 

 以上、議案第６８号から議案第７０号までの補足説明とさせていただきます。ご審議の

上、ご賛同いただきますようよろしくお願いいたします。 

○議長（笠井安之君） 吉岡水道部長。 

○水道部長（吉岡 宏君） 続きまして、議案第７１号について補足説明をさせていただ
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きます。 

 議案第７１号阿波市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について。 

 阿波市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例を次のように

定める。 

 令和７年８月２５日提出、阿波市長。 

 本条例につきましては、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、条例

の一部を改正するものでございます。 

 改正内容でございますが、部分休業が拡充されるもので、対象となる子の年齢を３歳に

満たない子から小学校就学の始期に達するまでの子に引き上げるとともに、１日につき２

時間を超えない範囲内、または１年につき管理者が指定する時間を超えない範囲内で取得

可能と改正するものです。 

 施行日は令和７年１０月１日でございます。 

 以上、議案第７１号の補足説明とさせていただきます。ご審議の上、ご賛同くださいま

すようよろしくお願いいたします。 

○議長（笠井安之君） 小松教育部長。 

○教育部長（小松 隆君） 続きまして、議案第７２号、議案第７３号について補足説明

をさせていただきます。 

 議案第７２号阿波市公民館条例の一部改正について。 

 阿波市公民館条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 令和７年８月２５日提出、阿波市長。 

 この条例につきましては、阿波市公民館条例の一部を次のように改正させていただきま

す。 

 吉野中央公民館の項及び吉野柿原公民館の項を削る。 

 阿波市公民館条例の一部を次のように改正する。 

 第１、土成中央公民館の項の前に次のように加える。 

 吉野公民館、阿波市吉野町西条字大西２７番地２。 

 この条例は令和７年９月３０日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和８年４月

１日から施行する。 

 以上、議案第７２号についての補足説明とさせていただきます。 

 続いて、議案第７３号について補足説明をさせていただきます。 
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 議案第７３号阿波市教育集会所条例の一部改正について。 

 阿波市教育集会所条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 令和７年８月２５日提出、阿波市長。 

 この条例につきましては、阿波市教育集会所条例の一部を次のように改正いたします。 

 吉野町口教育集会所の項中、阿波市吉野町西条字出屋敷１７９番地を阿波市吉野町西条

字出屋敷１７９番地１に改める。 

 この条例は公布の日から施行する。 

 以上、議案第７３号についての補足説明とさせていただきます。ご審議の上、ご賛同い

ただきますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（笠井安之君） 坂東理事。 

○理事（坂東孝一君） それでは、報告第５号令和６年度阿波市健全化判断比率及び資金

不足比率について補足説明をさせていただきます。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定によ

り、令和６年度阿波市健全化判断比率及び資金不足比率について監査委員の意見をつけて

報告する。 

 令和７年８月２５日提出、阿波市長。 

 初めに、一般会計等に係る健全化判断比率についてでございますが、実質赤字比率及び

連結実質赤字比率につきましては、全ての会計が黒字決算であることから、赤字の数値は

ございません。 

 次に、実質公債費比率につきましては７．８％で、早期健全化基準２５％の範囲内とな

っており、対前年度比０．１ポイントの減となっております。 

 また、将来負担比率につきましては、負債より資産が多いことから、数値はございませ

ん。 

 次に、公営企業会計に係る資金不足比率につきましては、全ての公営企業で資金不足額

が生じていないことから、数値はございません。 

 以上、報告第５号の補足説明とさせていただきます。 

○議長（笠井安之君） 以上で補足説明が終わりました。 

 ここで、議案第５６号令和６年度阿波市一般会計歳入歳出決算認定についてから議案第

６３号令和６年度阿波市農業集落排水事業会計決算認定についてまでの決算認定８件と報

告第５号令和６年度阿波市健全化判断比率及び資金不足比率について、監査委員の報告を
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求めます。 

 池上監査委員。 

○監査委員（池上茂和君） 監査委員の池上でございます。 

 本来ならば中野代表監査委員が出席して報告すべきところですが、本日都合により出席

することがかなわないため、地方自治法第１９９条の３第４項の規定により中野代表監査

委員より指定を受けましたので、私のほうから決算審査報告を行います。 

 審査に付されました令和６年度一般会計、特別会計、公営企業会計、財産区会計の決算

及び決算書類並びに基金運用状況について、阿波市監査基準に基づき、関係職員の説明を

求め、例月現金出納検査及び定例監査の結果、以上を参考にして計数の正確性、事務処理

の成否、さらに予算執行上の適否について慎重に審議いたしました。 

 各会計の決算及び決算書類は、いずれも計数は正確で、内容も適正であると認められま

した。 

 また、諸帳簿、証憑書類等の計数は正確であり、その管理状況も適正かつ確実に整理さ

れておりました。 

 基金運用についても、債券運用比率は２０％以下で現金不足のおそれはなく、健全に運

用されておりました。 

 経常収支比率は、人件費、扶助費、公債費などの経常経費に地方税、譲与税などの経常

一般財源収入がどの程度使われたかを見ることにより財政構造の弾力化を測定するもの

で、前年度より１．３ポイント高い９８．８％で、財政の硬直化の傾向を示しておりま

す。 

 また、このことに対応するために、財産収入において、公用車を単に廃車にするのでは

なくオークションで売却するなど、自主財源確保の道を模索し、また管理職による特別滞

納整理を行うなど努力の跡もうかがえます。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に示されています各比率は健全化基準の範囲

内であり、公営企業会計に係る資金不足比率につきましても資金不足が生じていないこと

から財政が健全であることを示唆しており、結果として現在のところ阿波市の財政運営は

市民の期待に沿うよう健全に推移していると言えます。 

 加えて、ふるさと納税額も増加していますが、さらにふるさと納税における返礼品のブ

ランド化及び拡充等により自主財源の確保に努め、市を取り巻く急激な環境変化に対応す

るべく、阿波市行財政改革推進プラン２０２５に基づき、これからの時代にふさわしい行
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財政改革の遂行により魅力ある阿波市に発展するよう期待するところであります。 

 詳細な内容につきましては、お手元の議案書の中に我々監査委員から意見を提示してご

ざいますので、ご高覧ください。 

 以上で決算審査報告といたします。 

○議長（笠井安之君） 以上で報告が終わりました。 

 ただいま議題となっております議案中、議案第５６号令和６年度阿波市一般会計歳入歳

出決算認定については、８人の委員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、これ

に付託の上、審査することにいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（笠井安之君） ご異議なしと認めます。よって、議案第５６号は、８人の委員を

もって構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決定いた

しました。 

 お諮りいたします。 

 ただいま設置されました決算審査特別委員会の委員の選任については、委員会条例第８

条の規定により、議長により指名いたします。 

 委員に、三浦三一君、阿部雅志君、木村松雄君、藤本功男君、後藤修君、武澤豪君、竹

内政幸君、黒川理佳君、以上８人を指名いたしたいと思います。これにご異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（笠井安之君） ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました８人

の諸君を決算審査特別委員に選任することに決定いたしました。 

 選任された委員におかれましては、本日、委員会を開催の上、正副委員長を決定してい

ただきますようお願いいたします。委員の皆様は議長室へお集まりください。 

 暫時休憩といたします。 

午前１１時１０分 休憩 

午前１１時１６分 再開 

○議長（笠井安之君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 先ほど設置されました決算審査特別委員会の委員長に武澤豪君、副委員長に三浦三一君

が選任されたので、ご報告いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～ 
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  日程第２３ 請願第１号 「徳島県平和の日」の条例制定を求める意見書の提出を求 

              める請願 

○議長（笠井安之君） 次に、日程第２３、請願第１号「徳島県平和の日」の条例制定を

求める意見書の提出を求める請願を議題といたします。 

 紹介議員であります藤本功男議員に説明を求めます。 

 藤本功男君。 

○１０番（藤本功男君） それでは、請願第１号「徳島県平和の日」の条例制定を求める

意見書の提出を求める請願について、紹介議員として説明させていただきます。 

 １９４５（昭和２０）年７月４日、１２９機のＢ２９爆撃機は、徳島市において、午前

１時２４分から約２時間にわたり無差別爆撃を行いました。この空襲によって市街住宅区

の７４％が廃墟となり、全人口の６割に当たる約７万人が被災し、死者約１，０００人、

負傷者約２，０００人とされる甚大な被害がもたらされました。徳島県内では、このほか

にも少なくとも３５か所、死者３０９人、負傷者３０１人以上の空襲被害が出ています。 

 私たちは、大空襲をはじめとする戦争の悲惨な実相や体験を風化させることなく語り継

ぐことで、再び過ちが繰り返されることがないよう次の世代へと引き継いでいかなければ

なりません。 

 ２０２５年は、徳島大空襲から８０年、そして終戦から８０年という節目の年となりま

す。徳島県においては、徳島大空襲の日である７月４日を徳島県平和の日として節目の年

である２０２５年を目途に条例を制定するとともに、住民の生命、身体及び財産を保護す

る責務を有する自治体として、住民生活を脅かすことにつながるあらゆる行為に対し、県

民の基本的人権を優先した対応を図ることが求められます。 

 つきましては、地方自治法第９９条の規定により、徳島県平和の日の条例制定を求める

意見書を決議し、徳島県知事に提出していただきますよう請願するものでございます。ご

審議いただきまして、採択されますようお願いを申し上げます。 

 以上です。 

○議長（笠井安之君） 説明が終わりました。 

 ただいま議題となっております請願第１号については、会議規則第１４１条の規定によ

り、お手元に配付の請願文書表のとおり総務常任委員会に付託いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第２４ 中央広域環境施設組合議会の議員選出について 
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○議長（笠井安之君） 次に、日程第２４、中央広域環境施設組合議会の議員選出につい

てを議題といたします。 

 中央広域環境施設組合から吉野川市が脱退したことにより組合規約が一部改正され、８

月１日より組合議員の議員定数が阿波市は７名から８名の１名増となっております。それ

に伴い、当該組合より選任依頼が届いております。 

 お諮りいたします。 

 選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により指名推選といたした

いが、これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（笠井安之君） ご異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選といたし

ます。 

 お諮りいたします。 

 指名の方法については、議長が指名することにいたしたいが、これにご異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（笠井安之君） ご異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決

定いたしました。 

 直ちに指名いたします。 

 中央広域環境施設組合議会の議員に吉田稔君を指名いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま指名をいたしました吉田稔君を当選人と定めることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（笠井安之君） ご異議なしと認めます。よって、吉田稔君が中央広域環境施設組

合議会の議員に当選をいたしました。 

 なお、当選されました吉田稔君が議場におられますので、会議規則第３２条第２項の規

定によって当選の告知をいたします。 

 以上で本日の日程は終了いたしました。 

 次の日程を報告いたします。 

 次回は、９月４日午前１０時から代表質問、一般質問であります。 

 本日はこれをもって散会いたします。 
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午前１１時２３分 散会 


